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新
設
合
併
（
対
等
合
併
）
の
場
合
、
合

併
す
る
市
町
の
長
は
、
合
併
の
日
の
前
日

に
失
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
新
市
長
が
決
定
す
る
ま
で
の
間
（
選
挙

は
合
併
の
日
か
ら　

日
以
内
に
実
施
）
合

５０

併
す
る
市
町
の
長
の
中
か
ら
、
協
議
に
よ

り
新
市
の
長
の
職
務
執
行
者
を
決
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
の
新
市
の

市
長
の
職
務
執
行
者
を
選
任
す
る
た
め
の

協
議
は
、　

月
１
日
ま
で
に
行
い
、
協
議

１０

書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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市
長
職
務
執
行
者
は
、
合
併
前
の
市
町

（
合
併
し
た
市
町
を
い
い
ま
す
）
の
教
育

委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
、
新
市
の
教
育

委
員
会
の
委
員
を
暫
定
的
に
選
任
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

　

そ
し
て
、
正
規
の
教
育
委
員
会
委
員
が

任
命
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
選
任
さ

れ
た
委
員
の
互
選
に
よ
り
教
育
長
が
決
ま

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
選
任
さ
れ
た
委
員
の
任
期

は
、
新
市
誕
生
後
最
初
に
招
集
さ
れ
る
議

会
の
末
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。 
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議
会
に
お
い
て
正
規
の
選
挙
管
理
委
員

が
選
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
合
併
前
の
市

町
の
選
挙
管
理
委
員
の
互
選
に
よ
り
決
定

し
た
者
（
定
数
４
人
）
が
、
暫
定
的
に
選

挙
管
理
委
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
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新
市
長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
市

長
職
務
執
行
者
は
、
合
併
前
の
市
町
の
固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
中
か

ら
選
任
し
た
者
を
も
っ
て
、
新
市
の
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
新
市
誕
生
後
最
初
に
招
集
さ
れ

る
議
会
の
同
意
を
得
て
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
の
委
員
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の

間
、
新
市
長
は
、
合
併
前
の
市
町
の
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら

選
任
し
た
委
員
を
も
っ
て
、
新
市
の
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
に
な
り
ま

す
。
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監
査
委
員
の
委
員
及
び
公
平
委
員
会
の

委
員
に
つ
い
て
は
、
新
市
長
の
就
任
を

ま
っ
て
選
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
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合
併
前
の
市
町
の
農
業
委
員
会
の
選
挙

に
よ
る
委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
合
併
後
一

年
間
、
新
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ

る
委
員
と
し
て
在
任
し
ま
す
。
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新
設
合
併
の
場
合
、
新
市
の
市
長
が
選

出
さ
れ
、
議
会
の
同
意
を
得
て
助
役
を
選

任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
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収
入
役
が
欠
け
た
場
合
は
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
者
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ

り
、
新
設
合
併
の
場
合
は
、
新
市
発
足
と

同
時
に
市
長
職
務
執
行
者
が
収
入
役
職
務

代
理
者
を
選
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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ふ
じ
み
野
市
の
誕
生
に
伴
い
、
新
し
い
市
長
が
決
定
す
る
ま
で
の
間
、
各
委
員
会
等
で

選
任
手
続
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

��������������

��������������

�　　３

区 分

市 ・ 町 長

助 役

収 入 役

議 会 議 員

委 員 長
教

育

委

員

会

委 員

教 育 長

委 員 長
選
挙
管
理
委
員
会

委 員

公 平 委 員 会

識 見
監

査

委

員
議 選

農 業 委 員 会

固定資産評価審査

委 員 会

市長職務執行者

助役不在期間
市長が議会の同意
を得て選任　　　

収入役職務代理者

教育長は旧委員の互選で選任

委員は市長職務執行者が旧委員から５人
選任。委員長は委員の選挙で選任　　　

暫定教育委員会

委員は旧委員の互選で４人選任。委員長
は委員の選挙で選任　　　　　　　　　

暫定選挙管理委員会

公平委員会の委員不在期間

監査委員不在期間

市長職務執行者が
旧委員から選任　

暫定固定資産評価審査委員会

新市長が選任

市長が議会の同意
を得て選任。委員
長は委員の選挙で
選任。教育長は委
員の中から任命　

初議会の選挙で選
任。委員長は委員
の選挙で選任　　

市長が議会の同意
を得て選任　　　

市長が議会の同意
を得て選任　　　

議会から選任

条例で委員数を定
め、議会の同意を
得て選任　　　　

失

職

失

職

失

職

新市誕生
Ｈ１７．１０．１

初　議　会
新　市　長
（選挙後）

新　市　長
初　議　会
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新　　　市　　　長

平成１９年４月まで在任

平成１８年９月まで在任


